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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏向処理装置出力信号を作成する偏向処理装置を有するデバイス内のフレーム駆動回路
であって、
　第一のドライバと第二のドライバとを備え、前記偏向処理装置出力信号は前記第一のド
ライバと第二のドライバの各々に加えられ、前記第一のドライバと第二のドライバの各々
は、第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号を前記偏向処理装置出力信号の関数と
してそれぞれ作成するために互いに独立して選択的に作動し、前記第一のコイル駆動信号
と前記第二のコイル駆動信号とはフレームコイルの第一のコイルの半分と第二のコイルの
半分のそれぞれに加えられるフレーム駆動回路。
【請求項２】
　前記デバイスは、水平コイルと垂直コイルとを備える陰極線菅デバイスであり、前記フ
レームコイルは前記水平コイルおよび前記垂直コイルの一方である請求項１記載のフレー
ム駆動回路。
【請求項３】
　前記第一のドライバと前記第二のドライバの各々は、前記第一のコイル駆動信号と前記
第二のコイル駆動信号の各々を作成するために前記偏向処理装置出力信号を増幅すること
を特徴とする請求項１記載のフレーム駆動回路。
【請求項４】
　前記第一のドライバと前記第二のドライバの各々は、前記第一のコイル駆動信号と前記
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第二のコイル駆動信号の各々を作成するために前記偏向処理装置出力信号をＤＣシフトす
ることを特徴とする請求項１記載のフレーム駆動回路。
【請求項５】
　前記第一のドライバと前記第二のドライバの各々は、入力と出力とを有する増幅器を含
み、各増幅器の前記入力は前記偏向処理装置出力信号を受け取るように適応され、各増幅
器の出力は前記第一のコイルの半分と前記第二のコイルの半分のそれぞれに加えるための
増幅された信号を作成することを特徴とする請求項１記載のフレーム駆動回路。
【請求項６】
　前記第一のドライバと前記第二のドライバの各々は、入力と出力とを有するＤＣレベル
シフタを含み、各ＤＣレベルシフタの入力は前記偏向処理装置出力信号を受け取るように
適応され、各ＤＣレベルシフタの出力は前記第一のコイルの半分と前記第二のコイルの半
分のそれぞれに加えるためのＤＣレベルシフトされた信号を作成することを特徴とする請
求項１記載のフレーム駆動回路。
【請求項７】
　前記回路は集積回路にふくまれることを特徴とする請求項１記載のフレーム駆動回路。
【請求項８】
　偏向処理装置とフレームコイルとを有するＣＲＴモニタの画像の歪みを修正するための
方法であって、
　第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号を、前記偏向処理装置によって作成され
る偏向処理装置出力信号の関数として互いに独立して選択的に作成するステップと、
　前記第一のコイル駆動信号と前記第二のコイル駆動信号とを前記フレームコイルの第一
のコイルの半分と第二のコイルの半分のそれぞれに加えるステップと、
を備える方法。
【請求項９】
　前記作成するステップは、前記第一のコイル駆動信号と前記第二のコイル駆動信号の各
々を作成するために前記偏向処理装置出力信号を増幅するステップを含むことを特徴とす
る請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記作成するステップは、前記第一のコイル駆動信号と前記第二のコイル駆動信号の各
々を作成するために前記偏向処理装置出力信号をＤＣレベルシフトするステップを含むこ
とを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　偏向処理装置出力信号を供給する偏向処理装置と、第一のコイルの半分と第二のコイル
の半分とを有するフレームコイルと、第一のドライバと、第二のドライバと、を備え、
　前記偏向処理装置出力信号は前記第一のドライバと前記第二のドライバの各々に加えら
れ、前記第一のドライバと第二のドライバの各々は、第一のコイル駆動信号と第二のコイ
ル駆動信号を前記偏向処理装置出力信号の関数としてそれぞれ作成するために互いに独立
して選択的に作動し、前記第一のコイル駆動信号と前記第二のコイル駆動信号とは前記第
一のコイルの半分と前記第二のコイルの半分のそれぞれに加えられることを特徴とするデ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、陰極線菅（Cathode Ray Tube, ＣＲＴ）デバイス、例えば、モニタ
或いはＴＶにおける偏向の補償、より詳細には、回転、台形及び平行四辺形偏向を含む様
々な形態の偏向を修正するためのデバイス及び方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＲＴデバイスは電磁偏向にて蛍光スクリーン上に集束された電子線を用いて画像を形
成する。この偏向は水平及び垂直コイルに鋸歯状波形の電流を加えることで達成される。
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【０００３】
　典型的なモニタがこのモニタの所に画像を形成するために必要なビデオ信号と水平及び
垂直同期信号とを提供するためにコンピュータに対する周辺デバイスとして用いられる。
電子銃はこれらビデオ信号に従って電子ビームを形成する。この電子ビームが正面に位置
する蛍光スクリーン上で、水平及び垂直コイルによって、水平及び垂直同期信号に従って
、水平及び垂直方向に偏向され、これにより特定の像を表現する。
【０００４】
　地球の磁場は、これら水平及び垂直偏向コイルによる電子ビームの偏向に影響を及ぼし
、これにより像はモニタ内のスクリーン上に左或いは右に傾斜して表示される。従来技術
においては、補完磁場を生成することによって表示された像の傾きを補完するために、追
加のコイルが用いられる。このような追加のコイルは、ＣＲＴデバイス内に用いられる陰
極菅のファンネル部分に設置され、生成された補完磁場がスクリーン上の像の傾きを時計
まわり或いは反時計まわりに動かし、そしてこの傾き補完の度合いは可変とされる。
【０００５】
　けれども、補完コイルによって生成される磁場は、像の品質に悪影響を及ぼすことがあ
る。加えて、この実現（方式）は、専用の補完コイルが要求されるという問題を有する。
歪みを訂正するための他の従来のデバイスが米国特許第５，９５３，０８１号明細書、米
国特許第５，６８６，８００号明細書、及び日本特許公開０７－１０７５０３号公報にお
いて開示されている。ここに言及することにより組み込まれた特許文献の米国特許第５，
９５３，０８１号明細書は、部分的に地球の磁場に起因する表示された像の傾きを修正す
るためのシステムを開示する。この文献においては、像の傾きは、水平及び垂直コイルに
それぞれ加えられる水平及び垂直鋸歯状波の傾きを制御することで制御されうる。本質的
には、水平及び垂直鋸歯状波の振幅及び位相をそれぞれ垂直及び水平位置制御信号にて制
御した後でかつこれら水平及び垂直鋸歯状波を垂直出力ユニットと水平発振ユニットとに
送る前に、これら水平及び垂直鋸歯状波を合成することで、水平及び垂直の平行四辺形は
同時に制御され、これにより、像の傾きが修正される。このような実施においては、２つ
のそれぞれの鋸歯状信号が、それぞれの水平及び垂直コイルに加えられる。けれども、同
一の鋸歯状信号が、これら２つのコイルの各々に加えられる。こうして、これら水平及び
垂直コイルの双方の半分は、直列に駆動される。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明の目的は上に列挙された、従来技術の１つ或いは複数の制約を克服する新規の装
置及び方法を提供することにある。
【０００７】
　本発明によると、偏向処理装置出力信号を作製する偏向処理装置を有するデバイスのた
めのフレーム駆動回路は、第一のコアの半分と第二のコアの半分とを有するフレームコイ
ルと、第一のドライバ及び第二のドライバとを備える。偏向処理装置出力信号はこれら第
一のドライバ及び第二のドライバの各々に加えられる。これら第一のドライバ及び第二の
ドライバの各々は、第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号を偏向処理装置出力信
号の関数としてそれぞれ作成するように互いに独立して選択的に作動する。これら第一の
コイル駆動信号及び第二のコイル駆動信号は、上述の第一のコイルの半分及び第二のコイ
ルの半分のそれぞれに加えられる。
【０００８】
　本発明の一つの特徴は、現存のフレームコイル、例えば、水平コイル或いは垂直コイル
が、別個のコアの半分に分割され、各々のコアの半分は、従来技術におけるように直列に
ではなく、別個に駆動されることろにある。これらコアの両半分を別個に駆動することの
長所は、より大きな設計の自由度が許されるとともに、歪みの修正を、例えば、従来技術
の参照文献において開示されるような追加のハードウェアを用いることなく、達成するこ
とが可能となることである。
【０００９】
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　当業者にとって、本発明のこれら及びその他の目的、長所及び特徴が、添付の図面及び
添付のクレームと併せて読むことで、以下の模範的な好ましい実施例の説明の検討から容
易に明白となるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１を参照すると、ＣＲＴデバイス例えばＣＲＴモニタ或いはＣＲＴテレビジョンセッ
トなどに対するフレーム駆動回路１０が示され、この駆動回路１０は偏向処理装置１４と
フレームコイル１６とを含む。本発明によると、このフレーム駆動回路１０は、フレーム
コイル１６の第一のコアの半分１２と、第二のコアの半分１８と、第一のコイルドライバ
２０と、第二のコイルドライバ２２とを含む。
【００１１】
　偏向処理装置１４は、良く知られているように、偏向処理装置出力信号を作成する。こ
の偏向処理装置出力信号は第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々に加えられる
。第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々は、第一のコイル駆動信号と第二のコ
イル駆動信号とを、偏向処理装置出力信号の関数としてそれぞれ作成するように互いに独
立して選択的に作動する。これら第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号は、順番
に第一のコイルの半分１２と第二のコイルの半分１８のそれぞれに加えられる。後に示す
ように、これら２つのコイル信号は振幅が異なってもよいし、一方は他方に対してＤＣシ
フトされてもよい。本発明者は、これら２つのコイルに異なる電流を加えるが、ある高性
能なＣＲＴディスプレイシステムにおいて用いられる余分な回転コイルを必要としないで
、像の傾きを訂正できることに気付いた。この電流差は、像の台形と、回転と、平行四辺
形傾斜との修正を可能にする。それぞれのコイル電流の調節は、ディスプレイの製造時に
テストを通じて、或いは直接にユーザによる傾き修正設定の間に実行されてもよい。
【００１２】
　本発明の一つの実施例においては、第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々は
、偏向処理装置出力信号を、第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号の各々を作成
するために増幅する。この実施例においては、偏向処理装置出力信号の増幅は、第一のコ
イル駆動信号と第二のコイル駆動信号が第一のコイルの半分１２と第二のコイルの半分１
８にそれぞれ加えられたとき、図２に最も良く示されるように、それらのコイル駆動信号
の合成がＣＲＴモニタの画像の回転を修正するように選択されてもよい。
【００１３】
　この実施例においては、第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々による偏向処
理装置出力信号の増幅は、ＣＲＴ画像の回転が一定の周囲の場（constant ambient field
）、例えば、地球の磁場によって起こされている場合は、実質的に等しくてもよい。更に
、偏向処理装置出力信号の増幅の比も、図４に最も良く示されるように、台形の修正を与
えるために選択的に調節されるてもよい。
【００１４】
　本発明のもう一つの実施例においては、第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各
々は、更に、偏向処理装置出力信号を、第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号の
各々を作成するために更にＤＣシフトする。この実施例においては、偏向処理装置出力信
号のＤＣレベルのシフトは、第一のコイル駆動信号と第二のコイル駆動信号とが、それぞ
れ第一のコイルの半分１２と第二のコイルの半分１８に加えられたとき、図３に最も良く
示されるように、それらのコイル駆動信号の合成がＣＲＴモニタの画像を平行四辺形歪に
するように選択されてもよい。
【００１５】
　本発明によると、偏向処理装置出力信号増幅が、独立していようが、ロックステップす
なわち比であろうが、ＤＣレベルのシフトと同時であろうが、単独で或いは任意の組合せ
にて、本発明を実施するために用いられてもよいことが予期される。通常は、ＣＲＴ画像
は幾つかの歪みの形態を示し、これら歪みの訂正は、従来の技術におけるように、歪みの
各タイプに対する個別のユーザ設定によって達成される。本発明は、簡素化された装置に



(5) JP 4409440 B2 2010.2.3

10

20

てこれら複数のタイプの歪みを同時に訂正することを許す。
【００１６】
　したがって、第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々は、入力２４＿ＩＮ、２
６＿ＩＮと出力２４＿ＯＵＴ、２６＿ＯＵＴとを有する増幅器２４、２６を含む。各々の
増幅器２４、２６の入力２４＿ＩＮ、２６＿ＩＮは、偏向処理装置出力信号を受け取るよ
うに適応される。各々の増幅器２４、２６の出力２４＿ＯＵＴ、２６＿ＯＵＴは、第一の
コイルの半分１２と第二のコイルの半分１８のそれぞれに加えるための増幅された信号を
作成する。
【００１７】
　第一のドライバ２０と第二のドライバ２２の各々は、更に、それぞれの入力２８＿ＩＮ
、３０＿ＩＮと、それぞれの出力２８＿ＯＵＴ、３０＿ＯＵＴとを有するＤＣレベルシフ
タ２８、３０を含んでもよい。各々のＤＣレベルシフタ２８、３０の入力２８＿ＩＮ、３
０＿ＩＮは偏向処理装置１４から偏向処理装置出力信号を受け取るように適応される。各
々のＤＣレベルシフタ２８、３０の出力２８＿ＯＵＴ、３０＿ＯＵＴは、第一のコイルの
半分１２と第二のコイルの半分１８のそれぞれに加えるためのＤＣレベルシフトされた信
号を作成する。各々のドライバ２０、２２の増幅器２４、２６とＤＣレベルシフタ２８、
３０は、直列に接続された別個の要素とすることも、図１に示されるように両方の機能を
備えた単一の回路としてもよい。
【００１８】
　上では本発明の原理に従って構成された新規のフレーム駆動回路が説明された。当業者
は、上の説明から、ここに開示された発明の概念から逸脱することなく、上述の実施例の
様々な利用、或いはこれらからの離脱を行ってもよい。従って、本発明は、添付のクレー
ムの法的に許される範囲によってのみ記述されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の原理に従って構成されたフレーム駆動回路の回路図である。
【図２】本発明によって達成される回転修正を表す図である。
【図３】本発明によって達成される平行四辺形修正訂正を表す図である。
【図４】本発明によって達成される台形修正を表す図である。



(6) JP 4409440 B2 2010.2.3

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(7) JP 4409440 B2 2010.2.3

10

フロントページの続き

(72)発明者  アドリアーン、フィリペ、ディグナ、デ、パウウ
            アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンノゼ、マッカイ、ドライブ、１１０９、エム／エス‐４１
            エスジェイ

    審査官  ▲徳▼田　賢二

(56)参考文献  特開２００１－２１０２５５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２５２５７８（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－２２５０７５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   3/23


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

